
上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

序

モg-
E二I

上
清
経
や
霊
賓
経
が
作
成
さ
れ
た
東
音
中
頃
か
ら
劉
宋
中
頃
に
か

け
て
の
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
道
教
徒
た
ち
の
聞
で
終
末
論
が
盛
ん
に

唱
え
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
道
教
徒
た
ち
は
近
い
時
間

来
の
こ
の
世
の
移
末
時
に
は
必
ず
大
災
が
起
こ
っ
て
天
地
が
崩
壊
す

る
と
信
じ
て
お
り
、
何
と
か
し
て
紳
仙
に
な
っ
て
こ
の
大
災
か
ら
身

を
護
り
、
大
災
後
に
出
現
す
る
太
卒
の
世
ま
で
生
き
延
び
た
い
と
願

っ
て
い
た
。
上
清
経
や
霊
賓
経
は
ま
さ
に
こ
の
終
末
論
を
背
景
に
し

て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

。

林

美

正

本
稿
で
は
上
清
経
や
霊
質
経
に
現
わ
れ
て
い
る
移
末
論
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
解
明
し
た
い
。
上
清
経
と
し
て
は
、
終
末

論
に
つ
い
て
詳
述
す
る
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
と
『
上
清
後
聖

道
君
列
紀
』
(
道
蔵
四
四
二
)
を
用
い
る
。
初
め
に
こ
の
二
経
典
の
成

書
年
代
に
関
す
る
文
献
皐
的
考
察
を
行
な
い
、
次
い
で
こ
の
二
経
典

を
遁
じ
て
東
亜
日
中
頃
の
上
清
波
の
移
末
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
更

に
、
霊
賓
経
に
現
わ
れ
て
い
る
終
末
論
に
つ
い
て
分
析
し
、
上
清
汲

の
終
末
論
と
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。



『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
と
『
上
清
後
聖

道
君
列
紀
』
の
成
書
年
代

(1) 

『
除
六
天
之
文
三
天
王
法
』

『
員
諮
問
』
巻
五
甑
命
授
第
一
の
「
遁
授
」
に
「
君
目
、
道
有
除
六
天

之
文
三
天
正
法
。
在
世
。
」
と
あ
り
、
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
と

い
う
経
典
が
『
道
授
』
の
編
纂
さ
れ
た
時
代
に
既
に
世
に
存
在
し
て

い
た
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
『
道
授
』
は
、
コ
民
話
』
の
「
道
授
」
の

項
の
最
後
で
陶
弘
景
が
「
右
一
答
。
有
長
史
書
叉
嫁
書
。
」
と
記
す
と

一
巻
本
で
東
呂
田
の
許
長
史
(
論
。
一
ニ
O
五
三
七
六
)

こ
ろ
に
従
え
ば
、

と
許
嫁
ハ
劇
。
三
四
二

l
三
七
一
)
の
書
官
荷
本
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
記
載
を
信
頼
す
れ
ば
、
『
道
授
』
に
寸
在
世
」
と
あ
る
『
徐
六

天
之
文
三
天
王
法
』
は
許
長
史
と
許
擦
が
共
に
存
命
中
の
東
菅
・
威

安
一
克
年
(
一
ニ
七
一
〉
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

上
清
経
は
『
員
詰
』
巻
十
九
翼
員
検
第
一
に
あ
る
次
の
記
載
、
即
ち
、

伏
尋
上
清
員
経
出
世
之
源
始
於
膏
友
一
畳
一
常
興
寧
二
年
太
歳
甲
子
紫

虚
元
君
上
岡
県
司
命
南
獄
夫
人
下
降
授
弟
子
那
郡
王
司
徒
公
府
合

上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

人
楊
某
使
作
隷
字
馬
出
以
停
護
軍
長
史
・
句
容
許
某
・
弁
弟
三

息
上
計
援
某
某
。

(九
b
)

に
よ
れ
ば
、
東
普
・
輿
寧
二
年
(
三
六
四
)
に
南
巌
貌
夫
人
(
貌
華
存
)

が
楊
一
震
に
降
下
し
て
授
け
た
こ
と
に
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
も
興
寧
二
年
会
二
ハ
四
)
以
後
の
作
と
推

定
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
は
『
異
議
』
の

記
載
を
信
ず
る
限
り
、
東
菅
・
輿
寧
二
年
(
ゴ
一
六
四
〉
か
ら
威
安
元

年
(
一
ニ
七
一
)
ま
で
の
問
、
即
ち
東
晋
・
廃
帝
の
在
位
期
会
一
六
五
|

三
七
一
〉
の
頃
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。

梁
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
洞
玄
霊
賓
三
洞
泰
道
科
戎
管
始
』
(
遁
蔵
一

二
七
〉
巻
五
の
「
上
清
大
洞
員
経
目
」
に
「
上
清
除
六
天
文
三
天

正
法
。

一
念
。
」
(
一
る
と
あ
る
。
こ
の
記
載
か
ら
、
梁
代
の
上
清

経
の
な
か
に
一
巻
本
の
『
上
清
除
六
天
Z

一
天
正
法
』
と
い
う
'
経
典
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
北
周
末
に
編
纂
さ
れ
た

『
無
上
秘
要
』
(
道
藤
一
一
一
一
一
O
)
巻
四
十
七
受
法
持
費
品
に
「
洞
員
除

六
天
之
文
三
天
正
法
経
。
右
、
男
受
、
投
書
不
祭
。
女
受
、
嘗
祭
、

不
投
書
。
皆
斉
七
日
、
或
コ
一
日
。
」
(
七
b
|
八
る
と
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
北
周
末
に
『
洞
員
除
六
天
之
文
三
天
正
法
経
』
と
い
う
上
清



上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

経
が
存
在
し
、
俸
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
『
洞
員

除
六
天
之
文
三
天
正
法
経
』
と
、
先
の
『
上
清
除
六
天
文
三
天
正

法
』
と
は
経
名
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
一
の
経
典

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
経
典
は
同
じ
く
経
名
の

一
致
か
ら
考
え
て
、
東
菅
期
の
上
清
経
で
あ
る
『
除
六
天
之
文
=
一
天

正
法
』
と
同
一
の
経
典
か
、
も
し
く
は
そ
れ
を
少
し
く
改
愛
し
た
経

典
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
無
上
秘
要
』
に
は
『
洞
員
三
一
天
正
法
経
』
と
い
う

経
典
か
ら
の
引
用
文
が
五
篠
ほ
ど
見
え
る
。
こ
の
『
洞
員
三
天
正
法

経
』
は
巻
四
十
七
受
法
持
費
口
聞
に
引
く
『
洞
員
除
六
天
之
文
=
一
天
正

法
経
』
と
同
じ
で
、
そ
の
経
名
を
略
稀
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
『
無
上
秘
要
』
の
な
か
に
は
『
洞
員
除
六
天
之
文
=
一
天

正
法
'
経
』
以
外
に
『
洞
員
三
天
王
法
経
』
の
経
名
に
相
蛍
す
る
経
典

は
な
く
、
更
に
、
巻
三
十
一
や
巻
六
十
五
に
所
引
の
『
洞
員
三
天
正

法
経
』
に
は
「
除
六
天
文
三
天
正
法
」
(
巻
一
一
一
十
一
・
十
b
〉
や
「
六

天天
之之
文文

天天
正正
法法
経」
巴~ r、
と巻ム
ノ、

の十
密五
-
な八
連る
閥 m

がぷ

窺 11
2早
か~
ら『
で i同
あ員
る除
ノ、

印
ち
、
『
洞
岡
県
=
一
天
正
法
経
』
は
『
洞
員
除
六
天
之
文
=
一
天
正
法
経
』

と
同
一
の
経
典
で
、
そ
の
経
名
を
簡
略
化
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ

る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
『
洞
員
=
一
天
正
法
経
』
を
手
掛
り
に
し

て
、
東
耳
同
期
の
『
除
六
天
之
文
三
天
王
法
』
の
内
容
を
推
察
し
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

『
雲
笈
七
銭
』
〈
道
議
一

O
一
一
六
〉
省
二
の
劫
濯
の
僚
と
『
三
洞
珠

嚢
』
(
道
駿
一
二
三
)
巻
九
劫
数
品
に
『
上
清
三
天
正
法
経
』
が
引

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
と
『
無
上
秘
要
』
巻
六
劫
運
品
に
所

引
の
『
洞
員
=
一
天
正
法
経
』
と
を
照
合
し
て
み
る
と
、
雨
者
は
符
合

し
、
同
一
の
経
典
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
道
蔵
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』
(
道
議
二
九
四
)
の
冒
頭

の
一
段
(
一

a
一
行
目
j

一
b
四
行
自
〉
は
『
雲
笈
七
銭
』
巻
二
十
一

天
地
部
の
線
序
天
に
引
く
『
=
一
天
正
法
経
』
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

『
二
一
天
正
法
経
』
は
『
上
清
三
天
正
法
経
』
の
略
穏
で
あ
ろ
う
か
ら
、

北
宋
の
『
上
清
=
一
天
正
法
経
』
に
は
遁
蔵
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』

と
同
じ
内
容
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
賂
は

『
雲
笈
七
銭
』
巻
八
の
「
穆
除
六
天
玉
文
三
天
正
法
」
(
一
一
一
一
b
)
の



解
説
が
道
蔵
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』
の
内
容
と
合
致
す
る
と
こ
ろ

か
ら
も
、
確
か
め
ら
れ
る
。

更
に
、
北
周
・
臨
驚
の
『
笑
遁
論
』
に
『
三
天
正
法
経
』
が
三
篠

ほ
ど
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
の
二
篠
(
大
正
五
二
・
一
四
五

a
l
b
-
一五一

b
i
c
)
は
道
蔵
本
『
太
上
=
一
天
正
法
制
帽
』
の
冒
頭

文
を
節
略
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
三
天
正
法
経
』
は
経

名
の
一
致
か
ら
見
て
、
北
周
末
期
に
存
在
し
た
『
洞
員
三
天
正
法
経
』

と
同
一
本
で
あ
ろ
う
か
ら
、
北
周
末
期
の
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
に

も
道
藤
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』
と
同
じ
内
容
の
文
章
が
載
せ
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
唐
・
宋
の
『
上
清
三
天
正
法
経
』
と

北
周
末
期
の
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
は
同
一
の
経
典
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
経
典
に
は
道
蔵
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』
の
一
一
部
が
含
ま
れ
て

い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
道
蔵
本
『
太
上
三
天
正

法
経
』
に
は
『
洞
員
三
天
王
法
経
』
(
即
ち
、
『
上
清
三
天
正
法
経
』
)
の

一
一
部
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
議
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』
に
は
「
太
上
告
後
聖
君
日
、
此
五

傑
出
回
極
明
科
第
十
一
篇
中
篇
。
」
(
九
b
i十
a
)
と
あ
っ
て
、
「
太

上
清
経
と
霊
貿
経
の
終
末
論

上
告
後
聖
君
」
の
五
僚
の
文
が
『
四
極
明
科
』
第
十
一
篇
中
篤
か
ら

引
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

道
蔵
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』
が
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
(
即
ち
、

『
上
清
三
天
正
法
経
』
)
の
一
一
部
と
『
四
極
明
科
』
と
の
合
編
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
『
四
極
明
科
』
よ
り
抄
出
し
た
五
僚
を
除
く
部
分

が
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ

(
2〉

ろ
う
。

四
〉ま

Il) た
日、
田

頭道
の磁
一本
節目
は上
道清
蔵大
本洞

本番
壬八

天実
正経
法妙

警告
VJ r、

喜善
の=
部入

分
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
道
藤
本
『
上
清
大
洞
九
徴
八
道
大
経
妙

篠
』
も
『
太
上
三
天
正
法
経
』
と
同
様
に
、
『
洞
員
三
天
正
法
経
』

の
一
一
部
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
経
典
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
は
東
雪
期
の
『
除
六
天
之
文
三
天

正
法
』
と
同
一
の
経
典
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
経
名
の
類
似
か
ら
、
梁

代
の
『
上
清
除
六
天
文
三
天
正
法
』
や
北
周
の
『
洞
員
除
六
天
之
文

三
天
正
法
経
』
は
東
膏
期
の
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
と
同
一
の

経
典
か
、
も
し
く
は
そ
れ
を
少
し
く
改
輔
挺
し
た
経
典
と
推
測
し
た

が
、
こ
れ
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
は
『
洞



上
清
経
と
震
賓
経
の
終
末
論

員
三
天
正
法
経
』
と
同
一
か
、
も
し
く
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
経
典
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
如
く
、
『
洞
岡
県
三

天
正
法
経
』
は
『
洞
員
除
六
天
之
文
三
天
正
法
経
』
の
略
稀
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
東
菅
期
の
『
除
六
天
之
文
=
一
天
正
法
』
と
『
洞
員
=
一
天

正
法
経
』
と
の
閥
係
は
撃
に
経
名
の
類
似
か
ら
だ
け
で
な
く
、
内
容

の
面
か
ら
の
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
、
参
照
す
べ
き

重
要
な
資
料
は
『
雲
笈
七
銭
』
巻
四
に
所
牧
の
陸
修
静
の
「
震
賓
経

目
序
」
で
あ
る
。
こ
の
「
霊
賛
経
目
序
」
は
劉
宋
・
元
嘉
十
四
年

(
四
三
七
〉
に
陸
修
静
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
次
の
よ
う

な
注
目
す
べ
き
一
節
が
あ
る
。

按
経
言
、
承
唐
之
後
、
四
十
六
丁
亥
、
其
問
先
後
、
庚
子
之
年
、

妖
子
績
黛
於
再
口
、
飢
群
填
戸
於
越
川
、
強
匡
稀
輯
朝
、
弱
主
西

播
、
寵
精
之
後
、
績
砕
之
君
、
罷
除
偽
主
、
退
蕩
逆
民
。

(
『
雲
笈
七
銭
』
巻
四
・
五

a
〉

こ
こ
に
引
く
「
経
」
の
文
章
は
『
雲
笈
七
銭
』
巻
二
の
劫
運
の
僚

に
引
く
『
上
清
三
天
正
法
経
』
の
次
の
一
段
を
節
略
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

四

自
承
唐
之
後
、
敷
四
十
六
丁
亥
、
前
後
中
間
、
甲
申
之
年
、
乃

小
劫
之
舎
、
人
名
鷹
定
、
在
此
之
際
、
陽
九
百
六
、
二
気
離
合
、

吉
凶
交
舎
、
得
遁
者
、
特
矯
免
哉
。
然
甲
申
之
後
、
其
中
壬
辰

之
初
、
数
有
九
周
。
至
庚
子
之
年
、
士
口
凶
候
見
、
其
道
審
明
、

蛍
有
赤
星
見
於
東
方
、
白
奪
干
於
月
門
、
妖
子
績
黛
於
議
口
、

観
群
填
戸
於
越
川
、
人
咲
其
種
、
高
里
絶
煙
、
強
直
稽
輯
朝
、
弱

主

蒙

塵

。

(

『

雲

笈

七

銭

』

巻

二

・

七

a
b
)

陸
修
静
の
「
霊
賓
経
自
序
」
に
引
用
す
る
経
文
が
『
上
清
三
天
正

法
経
』
の
一
一
部
を
要
約
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
劉

宋
の
一
克
嘉
十
四
年
(
四
三
七
)
頃
に
『
上
清
三
天
正
法
経
』
(
即
ち
、

『
洞
員
三
天
正
法
経
』
〉
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
経
典
が
既
に
存
在
し
て
い

た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
経
典
こ
そ
東
菅
中
頃
に
作
成
さ
れ
た

『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
で
あ
ろ
う
。

陸
修
静
が
「
震
賓
'
経
目
序
L

で
引
用
し
て
い
る
経
典
が
『
除
六
天

之
文
三
天
正
法
』
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
霊
賓
経
目
序
」
の
引
文
が

『
上
清
=
一
天
正
法
経
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
『
除
六

天
之
文
三
天
正
法
』
の
内
容
は
『
上
清
三
天
正
法
経
』
(
創
ち
、
『
洞

輿
三
天
正
法
経
』
)
と
ほ
ぼ
同
じ
、
少
く
と
も
一
致
す
る
部
分
の
多
い



も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
黙
は
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
の
思
想
か

ら
も
確
認
で
き
る
。
『
洞
員
コ
一
天
正
法
経
』
で
設
か
れ
る
終
末
論
や

=
一
天
と
六
天
の
鈎
立
観
は
東
菅
中
頃
の
上
清
波
に
お
い
て
既
に
形
成

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
の
思
想
は

東
膏
中
頃
の
上
清
一
次
の
思
想
と
符
合
し
、
こ
の
経
典
が
東
管
中
頃
の

上
清
涯
の
人
々
に
よ
っ
て
述
作
さ
れ
た
と
想
定
し
て
も
、
不
自
然
で

は
な
い
一
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
東
菅
期
の
『
除
六
天
之
文
三
天
王
法
』

は
『
洞
由
民
三
天
正
法
経
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
。

ω
『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』

『
洞
員
三
天
正
法
経
』
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
が
『
上
清
後
雲

道
君
列
紀
』
で
あ
る
。
商
経
典
に
は
重
複
す
る
部
分
や
類
似
の
表
現

が
見
ら
れ
、
一
方
が
他
方
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
さ

せ
る
。
『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
に
、

子
戴
園
容
紳
冠
、
受
書
策
上
清
金
闘
後
妻
帯
君
、
上
昇
上
清
、

中
遊
太
極
官
、
下
治
十
天
、
封
掌
兆
民
、
一
及
諸
天
河
海
、
神
仙

地
源
、
陰
察
穆
絶
、

(二
b
〉

上
清
経
と
霊
質
経
の
移
末
論

と
あ
る
一
節
は
道
蔵
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』
の

太
上
告
後
嬰
九
玄
一
一
帝
君
目
、
君
受
披
策
上
清
金
閥
後
聖
一
帝
君
、

上
昇
上
清
、
中
遊
太
極
、
下
治
十
天
、
封
掌
高
兆
、
及
諸
天
河

海
、
紳
山
地
源
、
陰
察
群
霊
、

(
七
a
l
b
)

と
似
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
検
討
し
た
如
く
、
道
議
本
『
太

上
=
一
天
正
法
経
』
は
『
四
極
明
科
』
よ
り
抄
出
の
五
燦
以
外
は
す
べ

て
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
右

の
引
文
は
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
更
に
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
は
東
呂
田
期
の
『
除
六
天

之
文
三
天
正
法
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
思
わ
れ
る
の
で
、
右
の
引
文

は
『
除
六
天
之
文
=
一
天
正
法
』
に
慨
に
牧
め
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ

れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
と
道
蔵
本
『
太
上

三
天
正
法
経
』
と
類
似
す
る
一
節
が
あ
る
こ
と
は
、
前
者
が
東
呂
田
中

頃
に
作
成
さ
れ
た
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
を
見
て
書
か
れ
た
可

能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

ま
た
『
上
清
後
室
道
君
列
紀
』
の

唐
承
之
年
、
積
数
有
田
十
六
了
亥
之
問
、
前
後
在
中
、
中
間
鳥

獣
之
世
、
園
砕
啓
端
、
東
西
橋
覇
、
以
扶
弱
主
、
主
有
縦
横
九

二
五



上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

一
之
名
、
逮
競
光
迩
、
官
元
其
後
。
甲
申
之
歳
、
己
前
巳
後
、

種
差
問
人
、
除
残
民
、
疫
水
交
其
上
、

兵
火
綴
其
下
、
悪
悪
益

滅
、
凶
凶
皆
夜
、
好
道
陸
陰
、
善
人
登
山
、
流
濁
奔
蕩
、
御
之

鯨
洲
、
都
分
別
也
。
到
壬
辰
之
年
三
月
六
日
、
聖
君
来
下
、
光

臨
於
兆
民
失
。

(三

b
l四
a
u

と
い
う
一
段
も
、
『
上
清
三
天
正
法
経
』

Q
一
ニ
洞
珠
嚢
』
巻
九
劫
敷
品
と

『
雲
笈
七
銭
』
巻
二
劫
還
に
所
牧
)
の
次
の
一
段
の
劫
災
の
思
想
に
依
援

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

自
承
唐
之
後
、
数
四
十
六
丁
亥
、
前
後
中
間
甲
申
之
年
、
乃
小

劫
之
舎
、
人
名
懸
定
、
在
此
之
際
、
陽
九
百
六
、
二
気
離
合
、

古
田
凶
交
曾
、
得
過
者
賂
震
免
哉
。
然
甲
申
之
後
、
甲
申
之
前
、

其
中
壬
辰
之
初
、
数
有
九
周
。
(
『
ゴ
一
一
洞
珠
嚢
』
巻
九
・
三
b
l四
a
)

『
上
清
三
天
正
法
経
』
は
『
洞
員
三
天
正
法
経
』
の
別
稀
で
あ
る

か
ら
、
『
上
清
三
天
正
法
経
』
も
東
腎
期
の
『
除
六
天
之
文
三
天
正

法
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、

『
上
清
後
零
道
君
列
紀
』
の
劫
災
の
思
想
が
『
上
清
三
天
正
法
経
』

の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
の
は
、
前
者
が
『
除
六
天
之
文
三
天
正

~ ノ、

法
』
に
依
接
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
が
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
に
基
づ

い
て
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
書
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。

『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
に
は
甲
申
の
年
前
後
に
終
末
の
大
災
が
耕
民

壬
辰
の
年
の
三
月
六
日
に
聖
君
が
出
現
す
る
よ
う
に
記
さ
れ

生
し
、
て
い
る
の
で
、
そ
の
成
書
は
甲
申
の
年
(
三
八
四
)
以
前
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
が
輿
寧
二
年
会
一
六
四
〉
か
ら
威

安
元
年
(
三
七
一
)
ま
で
の
聞
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
『
上
清
後
聖

道
君
列
紀
』
は
い
か
に
早
く
と
も
輿
寧
二
年
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
恐
ら
く
は
威
安
元
年
(
三
七
一
)
以
後
の
三
七

0
年
代
前
半
の
作

で
あ
ろ
う
。

上
清
経
の
終
末
論

『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
と
『
上
清
後
聖
遁
君
列
紀
』
と
に
基

づ
い
て
、
東
膏
期
の
上
清
涯
の
創
始
者
た
ち
の
終
末
論
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
そ
の
も
の
は
現
存
し
て

い
な
い
の
で
、
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
既
に

検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
無
上
秘
要
』
に
所
牧
の
『
洞
員
=
一
天
正



法
経
』
や
、
『
三
洞
珠
嚢
』
と
『
雲
笈
七
銭
』
に
所
般
の
『
上
清
三

天
正
法
経
』
、
及
び
道
張
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』
は
、

そ
れ
ぞ
れ

『
除
六
天
之
文
=
一
天
正
法
』
の
一
一
部
を
停
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
断
章
か
ら
そ
の
思
想
の
お
お
工
そ
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
こ
で
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
の
終
末
論
の
考
察
に
は
こ

れ
ら
の
逸
文
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

『
上
清
三
天
正
法
経
』
(
『
雲
笈
七
銭
』
巻
二
劫
運
の
僚
に
所
牧
)
で
は

こ
の
世
の
終
末
の
到
来
を
傍
数
か
ら
借
用
し
た
劫
の
思
想
に
基
づ
い

て
読
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
劫
に
は
大
劫
と
小
劫
の
二
種
が

あ
り
、
小
劫
は
九
天
が
=
一
千
六
百
周
、
大
劫
は
九
千
九
百
周
す
る
期

間
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
九
天
の
一
周
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る

天
闘
在
天
、
西
北
之
角
、
輿
斗
星
相
御
。
北
斗
九
星
、
則
天
闘

之
綱
柄
、
玉
震
之
華
蓋
、
焚
行
九
天
、
十
二
辰
之
気
、
斗
綱
運

閥
、
則
九
天
並
縛
。
天
有
四
候
之
門
、
九
天
合
三
十
六
候
、
一

章
一
夜
、
則
斗
綱
運
閥
、
経
一
候
之
門
、
童
夜
三
十
六
日
、
則

経
三
十
六
候
、
都
寛
、
則
是
九
天
一
輪
、
三
百
六
十
輪
篤
九
天

一
周
。
九
天
一
周
、
則
六
天
之
気
、
皆
還
上
三
天
、
コ
一
天
改
運
、

上
清
経
と
霊
賓
経
の
移
末
論

促
舎
以
催
其
度
。

(
巻
二
・
五
b
l六
a〉

こ
れ
に
よ
る
と
、
九
天
の
一
輸
の
期
間
は
九
天
が
三
十
六
候
を
経

る
期
間
で
あ
る
。
そ
し
て
一
候
の
闘
を
通
過
す
る
の
に
三
十
六
日
か

か
る
か
ら
、
九
天
の
一
一
輸
の
期
間
は
、
郎
ち
三
十
六
日
の
三
十
六
倍

の
一
千
二
百
九
十
六
日
ハ
約
三
年
七
ヶ
月
)
で
あ
る
。
九
天
の
一
周
は

=
一
百
六
十
輪
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
期
間
は
一
千
二
百
九
十
六
日
の
三

百
六
十
倍
の
四
十
六
高
六
千
五
百
六
十
日
(
約
一
千
二
百
七
十
八
年
)

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
小
劫
は
一
千
二
百
七
十
八
年
の
三
千
六
百

倍
の
四
百
六
十
高
八
百
年
で
あ
り
、
大
劫
は
一
千
二
百
七
十
八
年
の

九
千
九
百
倍
の
一
千
二
百
六
十
五
高
二
千
二
百
年
で
あ
る
。

こ
の
大
劫
と
小
劫
の
期
聞
は
同
じ
『
上
清
三
天
王
法
経
』
で
も
一

定
し
て
お
ら
ず
、
右
の
文
の
後
で
地
機
の
廻
轄
の
度
数
に
よ
っ
て
大

劫
の
期
闘
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

地
機
在
東
南
之
分
、
九
泉
之
下
、
則
九
河
之
口
、
吐
翁
霊
機
、

上
通
天
源
之
淘
注
、
傍
呑
九
洞
之
淵
漢
、
以
十
二
時
紀
推
四
曾

之
水
、
東
廻
一
章
一
夜
、
則
気
蚤
並
湊
、
九
河
之
機
、
童
夜
三

十
三
日
、
機
縛
西
北
、
廻
東
北
、
張
西
南
、
翁
東
南
、
張
則
溢
、

翁
則
街
、
周
於
四
曾
天
源
、
下
流
通
波
、
是
震
一
穂
。
三
百
三

七



上
清
経
と
霊
費
経
の
伯
仲
末
論

十
縛
潟
一
度
、
一
度
則
水
母
促
曾
於
龍
王
、
河
侯
受
封
於
三
天
、

三
千
三
百
度
、
謂
之
陰
否
。
陰
否
則
蝕
、
陰
蝕
則
水
漏
河
決
、

山
払
畑
地
拍
匹
、
九
千
三
百
度
矯
大
劫
之
修
、
陰
運
之
極
。

〔
巻
二
・
六

a

b
〉

こ
れ
に
よ
る
と
、

一
轄
と
は
地
機
が
四
方
の
天
源
を
一
周
す
る
こ

と
で
、
そ
の
期
間
は
三
十
三
日
で
あ
る
。

一
度
は
三
百
三
十
縛
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
期
間
は
三
十
三
日
の
三
百
三
十
倍
の
一
高
八
百
九
十

日
(
約
一
一
一
十
一
年
)
で
あ
る
。
一
小
劫
は
三
千
三
百
度
、
大
劫
は
九
千

三
百
度
で
あ
る
か
ら
、
小
劫
の
期
聞
は
三
十
一
年
の
=
一
千
三
百
倍
の

十
高
二
千
三
百
年
、
大
劫
は
三
十
一
年
の
九
千
九
百
倍
の
二
十
八
寓

八
千
三
百
年
で
あ
る
。
こ
の
地
機
に
よ
る
小
劫
と
大
劫
の
期
間
は
、

先
の
天
闘
に
よ
る
小
劫
と
大
劫
の
期
間
よ
り
は
る
か
に
短
い
。
こ
れ

は
天
闘
の
方
で
は
三
十
六
を
基
礎
皐
位
に
し
て
、
三
十
六
日
の
三
十

六
倍
の
三
百
六
十
倍
の
三
千
六
百
倍
を
小
劫
と
な
し
、
地
機
で
は
三

十
三
を
基
礎
単
位
と
し
て
、
三
十
三
日
の
三
百
三
十
倍
の
三
千
三
百

倍
を
小
劫
の
日
数
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
嘗
然
の
差
異
で
あ
る
。

大
劫
や
小
劫
の
期
間
に
天
閥
と
地
機
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
大

き
な
差
異
が
生
ず
る
の
も
、
そ
の
考
え
が
天
文
皐
的
な
知
識
に
基
づ

八

く
も
の
で
は
な
く
、
単
に
三
十
六
や
三
十
三
と
い
う
数
を
基
礎
に
し

て
天
地
の
運
行
を
観
念
的
に
組
み
立
て
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
大
劫
や
小
劫
の
期
間
の
陵
味
さ
は
同
じ
『
上
清
三
天
正
法
経
』

の
次
の
記
載
に
も
窺
わ
れ
る
。

自
開
皇
己
前
、
三
象
明
曜
以
来
、
至
子
関
皇
、
経
累
-
億
之
劫
、

天
地
成
敗
、
非
可
稀
載
。
九
天
丈
人
、
於
開
皇
時
、
葬
定
元
元
、

校
推
劫
運
、
白
筒
古
円
銀
、
得
道
人
名
、
記
皇
民
諮
録
、
数
極
唐

桑
、
是
震
小
劫
一
交
。
某
中
損
金
有
二
十
四
寓
人
、
藤
篤
得
者
。

自
承
唐
之
後
、
数
四
十
六
丁
亥
、
前
後
中
間
、
甲
申
之
年
、
乃

小
劫
之
禽
。
・
:
:
j
i
-
-
:
自
承
唐
之
後
、
四
十
六
丁
亥
、
是
三

劫
之
周
。
叉
従
数
五
十
五
丁
亥
、
至
壬
辰
炎
己
、
是
也
。
則
是

大
劫
之
周
。

(
巻
一
了
七

a
l
b
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
日
月
星
の
三
象
が
光
輝
い
て
以
来
、
関
皇
の
劫

に
至
る
ま
で
に
無
数
の
劫
を
経
、
そ
の
間
天
地
の
輿
巌
を
繰
り
返
し

唐た
発

需1
劫の の
時 L

カ222

お去
の
叫天
JRJ丈
二人
包が
耳天

主噴
き逼
27(行
ノ、旦を
畳測
主主定

帝し
同て
官長

四
十
六
の
丁
亥
を
数
え
る
頃
の
甲
申
の
年
が
小
劫
の
舎
で
あ
る
と
算

定
し
た
。
四
十
六
の
丁
亥
と
は
丁
亥
の
年
を
四
十
六
回
繰
り
返
す
こ



と
で
あ
る
か
ら
、
六
十
年
の
四
十
六
倍
の
二
千
七
百
六
十
年
闘
を
意

味
す
る
。
即
ち
、
完
帝
か
ら
二
千
七
百
六
十
年
ほ
ど
後
の
甲
申
の
年

が
小
劫
の
終
り
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
秀
一
帝
か
ら
四
十
六
丁
亥
は

三
劫
の
周
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
発
一
脅
か
ら
二
千
七
百
六
十
年
は
第

小
劫
の
終
末
期
に
嘗
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
、

五
十
五
回
目
の

丁
亥
か
ら
壬
辰
・
笑
己
の
年
ま
で
が
大
劫
の
終
り
の
時
期
で
あ
る
と

い
う
。
郎
ち
、
発
一
帝
以
後
、
六
十
年
の
五
十
五
倍
の
三
千
三
百
年
後

に
大
劫
の
終
り
が
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
小
劫
や
大
劫
の
期

間
は
先
の
小
劫
や
大
劫
の
期
間
よ
り
も
格
段
に
短
い
。
こ
の
よ
う
に

小
劫
や
大
劫
の
期
聞
に
つ
い
て
は
同
一
の
『
上
清
=
一
天
正
法
経
』
の

中
で
も
魁
揺
が
あ
る
の
は
劫
の
期
間
に
つ
い
て
一
定
の
考
え
が
ま
だ

形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

小
劫
や
大
劫
の
移
り
の
欺
況
に
つ
い
て
は
『
上
清
三
天
正
法
経
』

に
詳
し
く
設
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
小
劫
の
終
り
に
は
次

の
よ
う
な
扶
態
に
な
る
と
い
う
。

小
劫
交
、
則
高
一
帝
一
易
位
、
九
気
改
度
、
日
月
縮
運
、
陸
地
通
於

九
泉
、
水
母
決
於
五
河
、
大
鳥
屯
於
龍
門
、
五
帝
受
曾
於
玄
都
。

嘗
此
之
時
、
凶
穣
滅
種
、
善
民
存
鷲
。

(
巻
二
・
四
b
〉

上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

ま
た
、
大
劫
の
終
り
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
描
寓
し
て
い
る
。

大
劫
交
、
則
天
地
翻
覆
、
河
海
湧
決
、
入
品
畑
山
浪
、
金
玉
化
治
、

六
合
冥
て
白
戸
瓢
於
無
涯
、
孤
爽
悲
於
洪
波
、
大
鳥
掃
磁
於

霊
獄
、
水
母
受
事
於
九
河
、
五
龍
吐
気
於
北
元
、
天
馬
玄
轡
以

徒
魔
、
赤
鎖
伏
精
於
辰
門
、
歳
星
滅
王
於
金
羅
、
日
月
昏
臨
調
於

三
豪
之
舘
、
五
気
停
畳
於
九
嶺
之
媛
、
龍
王
鼓
華
於
東
井
之
上
、

河
侯
受
封
於
九
海
之
下
、
聖
君
穎
駕
於
明
霞
之
舘
、
五
一
帝
科
筒

於
善
悪
。
嘗
比
之
時
、
寓
悪
絶
種
、
鬼
魔
滅
跡
、
八
荒
四
極
、

高
不
遺
一
、
至
於
天
地
之
舎
、
自
非
高
上
三
天
、
所
不
能
顔
、

自
無
主
円
篠
白
筒
、
所
不
能
脆
也
。

こ
の
二
つ
の
記
載
に
よ
る
と
、
小
劫
の
終
り
に
も
大
劫
の
終
り
に

も
天
地
に
異
獲
が
生
ず
る
が
、
小
劫
の
と
き
の
方
が
異
綿
製
の
規
模
は

小
さ
い
。
小
劫
の
終
末
の
異
愛
で
は
、
一
帝
一
王
は
交
替
し
、
日
月
の
運

行
は
速
ま
り
、
陸
地
は
陥
浸
し
て
地
下
の
九
泉
に
通
じ
、
河
川
は
氾

た
む
ろ

濫
し
、
大
鳥
が
龍
門
に
屯
し
、
五
一
帝
が
玄
都
で
舎
合
す
る
、
と
い

う
。
と
こ
ろ
が
、
大
劫
の
移
り
に
は
天
地
は
轄
覆
し
、
河
海
は
湧
溢

し
、
山
岳
は
沈
渡
し
、
金
玉
は
溶
解
し
、
こ
の
世
界
は
消
滅
し
て
し

(
巻
二
・
五

a
i
b〉

ま
う
と
い
う
。
そ
し
て
小
劫
の
移
り
に
は
悪
人
は
滅
亡
し
、
善
人
の

九



上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

み
が
生
き
残
れ
る
。
大
劫
の
移
り
に
は
聖
君
が
出
現
し
、
五
一
帝
が
善

人
と
悪
人
を
簡
別
し
、
悪
人
や
鬼
魔
は
悉
く
滅
亡
し
、
背
骨
鈴
白
簡
を

所
有
す
る
者
の
み
が
災
害
か
ら
免
れ
得
る
と
い
う
。
大
劫
の
終
り
に

聖
君
が
出
現
す
る
と
い
う
の
は
、
大
劫
の
終
末
の
後
に
聖
君
に
よ
っ

て
太
卒
の
世
が
関
か
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
太
上
=
一
天
正
法
経
』
で
も
大
劫
の
終
末
に
天
地
が
崩
壊
し
て
す

べ
て
が
無
形
の
空
無
に
野
し
た
後
、
聖
皇
(
聖
君
)
が
出
現
す
る
こ

と
を
述
べ
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

天
揚
地
激
、
二
一
五
及
霊
、
流
光
極
崖
、
寛
天
欝
冥
、
自
下
無
外
、

悉
還
無
形
、
六
天
群
祇
、
牒
有
不
卒
、
太
一
促
運
、
同
県
道
賞
行
、

九
天
有
命
、
枚
撮
買
生
、
周
天
循
地
、
莫
有
所
停
、
聖
皇
穎
蓋
、

控
駕
紫
庭
、
推
校
十
方
、
列
奏
玉
情
。

(八

a
|
b〉

東
音
期
の
上
清
、
振
で
は
こ
の
世
の
終
末
期
に
現
わ
れ
る
聖
君
、
部

ち
上
清
金
閥
後
聖
一
帯
一
君
の
降
臨
の
年
を
壬
辰
の
歳
と
定
め
て
お
り
、

『
太
上
三
天
正
法
経
』
で
も
、

太
上
告
後
聖
九
玄
一
帝
君
日
、
君
受
競
魚
上
清
金
闘
後
聖
一
一
帝
君
、

上
昇
上
清
、
中
遊
大
極
、
下
治
十
天
、
封
掌
蔦
兆
、
及
諸
天
河

海
、
紳
山
地
源
、
陰
察
群
霊
、
皆
総
領
所
閥
、
勤
捜
上
田
県
、
輔

。

正
三
天
、
滅
除
凶
悪
、
今
故
出
衆
書
八
霊
員
銭
相
付
、
宜
加
精

動
、
授
於
骨
分
、
使
潟
聖
主
、
除
祇
存
種
、
反
正
三
天
、
令
歪

承
唐
之
年
・
壬
辰
之
歳
、
五
回
道
嘗
行
。

〈
七
a
b
v

と
記
し
て
お
り
、
『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
に
も
、

到
壬
辰
之
年
三
月
六
日
、
聖
君
来
下
光
臨
於
兆
民
失
。
(
四
a
)

と
述
べ
て
い
る
。
聖
君
の
出
現
の
年
を
壬
辰
の
歳
に
定
め
た
理
由
は

明
確
で
は
な
い
が
、
右
の
『
太
上
三
天
正
法
経
』
に
「
承
唐
之
年
・

壬
辰
之
歳
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
先
に
引
用
し
た

『
上
清
三
天
正
法
経
』
で
桑
一
帝
一
よ
り
数
え
て
五
十
五
回
目
の
丁
亥
か

ら
次
の
壬
辰
・
笑
己
の
年
ま
で
の
間
が
大
劫
の
移
末
期
で
あ
る
、
と

設
く
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
発
一
帝
一
か
ら

五
十
五
回
目
の
了
亥
(
三
千
三
百
年
)
を
経
た
後
の
壬
辰
の
年
に
大
劫

が
移
り
、
こ
の
時
に
金
閥
後
喜
一
帝
一
君
が
現
わ
れ
て
太
卒
の
世
が
開
か

れ
る
と
考
え
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
世
の
移
末
で
あ
る
大
劫
の
終
る
時
期
に
つ
い
て
、

『
上
清
三
天
正
法
経
』
と
『
上
清
後
塞
道
君
列
紀
』
と
の
聞
に
い
さ

き
か
差
異
が
あ
る
。
『
上
清
=
一
天
正
法
経
』
に
よ
れ
ば
、
先
に
見
た

如
く
大
劫
の
終
末
期
は
発
帯
の
頃
よ
り
数
え
て
五
十
五
回
目
の
丁
亥



の
年
。
一
一
千
三
百
年
後
)
か
ら
次
の
壬
辰
・
笑
巳
の
年
ま
で
の
聞
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
に
は
、

唐
承
之
年
、
積
数
有
四
十
六
丁
亥
之
問
、
前
後
在
中
、
中
間
鳥

獣
之
世
、
園
昨
啓
端
、
東
西
稽
覇
、
以
扶
弱
主
、
主
有
縦
横
、

九
一
之
名
、
逮
競
光
迩
、
昌
元
其
後
。
甲
申
之
歳
、
巳
前
己
後
、

種
善
人
、
除
残
氏
、
疫
水
交
其
上
、
兵
火
銭
其
下
、
悪
悪
並
滅
、

凶
凶
皆
浪
、
好
道
陸
慮
、
善
人
登
山
、
流
濁
奔
蕩
、
御
之
鯨
洲
、

都
分
別
也
。

。
一
一
b
四

a
)

と
あ
っ
て
、
大
劫
の
終
り
を
桑
一
一
帝
か
ら
四
十
六
回
目
の
丁
亥
(
一
一
千

七
百
六
十
年
〉
の
後
の
甲
申
の
年
前
後
と
考
え
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
、
『
上
清
三
天
正
法
経
』
に
い
う
小
劫
の
移
り

に
相
営
す
る
か
ら
、
『
上
清
後
皇
道
君
列
紀
』
の
設
は
『
上
清
三
天

正
法
経
』
の
読
を
誤
解
し
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
甲
申
の
年
の
終
末
設
は
後
に
述
べ
る
如
く
、
甘
局
氏
道
の
震
賓
経

や
『
太
上
洞
淵
紳
呪
経
』
、
あ
る
い
は
天
的
道
の
『
正
一
天
師
告
越
昇

口
訣
』
の
終
末
論
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
上
清
経
の
終
末
論
を
見
て
き
て
、
東
膏
中
頃
の
上
清
汲

が
唱
え
た
道
数
の
終
末
論
は
、
俳
数
か
ら
掻
取
し
た
劫
の
思
想
に
潤

上
清
経
と
霊
皆
同
経
の
終
末
論

色
を
加
え
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
東
菅
期
の

上
清
波
の
人
々
は
こ
の
終
末
論
に
基
づ
い
て
自
分
た
ち
が
大
劫
の
終

末
期
に
生
き
て
お
り
、
近
い
将
来
に
劫
災
が
起
こ
り
、
天
地
は
山
胸
壊

す
る
、
と
い
う
危
機
感
を
抱
き
つ
つ
、
種
民
や
仙
官
と
な
っ
て
終
末

後
に
出
現
す
る
金
閥
後
聖
一
帝
君
の
太
卒
の
世
に
ま
で
生
き
延
び
る
こ

と
を
祈
願
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
太
卒
の
世
を
見
た
い
と
い
う
願
望
~

は
、
早
く
に
輿
寧
三
年
。
一
一
六
五
)
に
楊
義
に
降
っ
た
員
人
た
ち
の

言
葉
を
通
じ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
九
華
虞
妃
は
楊
議
に
「
蓋
聖
皇
之

方
駕
、
於
今
有
二
十
八
年
也
。
」
(
『
民
話
』
釜
了
八
b
〉
と
述
べ
て
、

輿
寧
三
年
を
一
年
目
と
数
え
て
二
十
八
年
目
の
壬
辰
の
年
(
太
元
十

七
年
)
に
金
調
後
聖
帝
君
が
出
現
し
て
太
卒
の
世
が
開
か
れ
る
こ
と

を
告
げ
、
更
に
楊
裁
に
「
復
二
十
二
年
、
明
君
帥
耐
乗
龍
駕
雲
、
白
日

昇
天
。
」
(
『
員
詰
』
巻
一
了
九
a
〉
と
述
べ
て
、
楊
義
が
二
十
二
年
目
の

太
元
十
一
年
会
プ
八
六
)
に
白
日
昇
天
し
て
終
末
時
の
劫
災
を
避
け

ら
れ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
ま
た
、
定
録
中
候
の
お
告
げ
に
も
、

「
寅
獣
白
歯
、
亦
能
見
機
、
途
得
不
死
、
過
度
壬
辰
。
」
(
『
虞
諮
問
』
巻

一
一
・
十
四
る
と
あ
り
、
右
英
夫
人
の
詩
に
も
一
「
事
事
臆
神
機
、
保
爾

見
太
卒
。
」
(
『
員
詰
』
巻
二
・
十
四

a
|
b
〉
と
あ
っ
て
、
許
聯
〈
「
寅
獣



上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

(
6〉

白
歯
」
は
虎
牙
の
意
味
で
、
虎
牙
は
許
聯
の
幼
名
で
あ
る
。
)
が
不
死
を
得

て
太
卒
の
世
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
預
言
し
保
護
し
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
輿
寧
=
一
年
(
三
六
五
)
十
二
月
六
日
の
右
英
夫
人
の
お
告
げ

で
は
、
許
訟
が
「
姉
停
金
閥
、
撫
極
種
人
、
」
と
(
『
県
詰
』
巻
一
ニ
・
十
一
一
一

ろ
あ
っ
て
、
太
卒
の
世
に
お
い
て
金
関
後
聖
一
帝
君
を
補
佐
し
て
種

人
(
種
民
)
を
統
治
す
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら

も
、
上
清
掃
叫
の
創
始
者
た
ち
が
太
卒
の
世
に
生
き
る
こ
と
を
い
か
に

強
く
願
っ
て
い
た
か
、
そ
の
熱
望
の
ほ
ど
が
推
し
測
れ
よ
う
。

太
卒
の
世
を
治
め
る
金
問
問
後
要
一
帝
君
と
い
う
神
格
は
終
末
論
を
唱

え
た
東
菅
中
頃
の
上
清
涯
の
人
々
に
よ
っ
て
一
初
め
て
読
か
れ
た
神
格

で
、
そ
れ
以
前
の
文
献
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
一
脚
格
が
上
清
涯
の

創
始
者
た
ち
の
間
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
形
跡
は
先
に
見
た
如
く
、
輿

寧
三
年
に
楊
議
へ
降
っ
た
員
人
た
ち
の
言
葉
の
中
に
「
雲
皇
」
や

「
金
閥
」
と
い
う
名
で
現
わ
れ
て
い
る
例
や
、
『
員
詰
』
巻
十
一
稽
神

橿
第
一
の
「
太
卒
聖
君
」
(
十
三
b
〕
や
巻
九
協
昌
期
第
一
の
「
金
関

要
君
、
」
(
二
十
四
b
)
あ
る
い
は
『
大
洞
員
経
』
一
一
一
十
章
の
「
金
調
後

聖
太
卒
李
員
天
帝
上
景
君
」
や
『
太
上
三
天
正
法
経
』
の
「
後
聖
金

閥
帝
君
」
(
三
b
)
や
『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
の
「
上
清
金
調
後
聖

一一帝君」(一

a
〉
等
々
の
諸
例
に
は
っ
き
り
と
一
認
め
ら
れ
る
。
金
調
後

聖
一
帝
君
は
種
々
の
上
清
経
の
な
か
に
現
わ
れ
て
お
り
、
上
清
振
が
こ

の
一
仰
格
を
い
か
に
厚
く
信
仰
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
上
清
波
の
人

々
が
金
調
後
聖
帝
君
を
曾
崇
す
る
の
も
、
彼
等
が
こ
の
世
の
終
末
の

到
来
を
堅
く
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

上
清
汲
に
よ
る
上
清
経
の
作
成
も
こ
の
終
末
観
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
。
上
清
経
で
は
、
終
末
時
の
劫
災
に
お
い
て
も
死
亡
し
な
い
神

仙
(
種
民
や
仙
官
〉
に
な
る
に
は
何
を
な
す
べ
き
か
、
が
設
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
上
清
汲
の
根
本
聖
典
で
あ
る
『
大
洞
員
経
』
で
一
柳
々

の
存
思
に
よ
っ
て
修
道
者
本
人
と
七
代
の
租
先
た
ち
が
天
上
界
に
昇

仙
で
き
る
よ
う
に
述
べ
る
の
も
、
『
大
洞
員
経
』
を
信
奉
し
、

そ
の

修
道
法
(
存
思
法
)
を
寅
践
す
れ
ば
、
本
人
及
び
そ
の
租
先
た
ち
は
皆

天
上
界
の
紳
仙
と
な
り
、
劫
災
の
と
き
に
も
死
亡
を
免
れ
ら
れ
る
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
十
八
一
章
の
帝
卿
章
で
「
我
身
騰

玉
清
、
七
租
離
幽
都
、
長
保
不
終
劫
、
高
世
矯
仙
家
。
」
(
『
上
清
大
洞

員
経
』
o

遁
蕨
六
。
巻
六
・
十
b
)
と
あ
る
の
は
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
。

『
大
洞
員
経
』
や
『
除
六
天
之
文
三
天
正
法
』
や
『
上
清
後
聖
道



君
列
紀
』
以
外
に
も
、
『
上
清
高
上
玉
震
鳳
蓋
曲
素
上
経
』
(
道
蔵
一

三
六
一
)
の
よ
う
な
古
上
清
経
に
「
得
侃
曲
素
鳳
夜
、
則
見
太
卒
、

奉
迎
聖
君
、
身
昇
玄
都
、
受
仙
上
員
也
。
」
(
こ
る
と
あ
っ
て
、
『
上

清
高
上
一
玉
震
鳳
蓋
曲
素
上
経
』
に
読
く
修
道
法
に
依
れ
ば
、
身
は
天

仙
に
な
っ
て
金
調
後
聖
帝
君
の
太
卒
の
世
ま
で
生
き
長
ら
え
る
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
『
民
話
』
巻
九
協
昌
期
第
一
に
所
引
の

『
沓
玄
玉
銭
白
箆
素
経
』
に
は
「
不
存
二
十
四
神
、
不
知
三
八
景
名
字

者
、
不
得
震
太
卒
民
、
亦
不
得
策
後
塞
之
臣
。
」
(
二
b
)
と
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
、
上
清
波
の
誘
く
桂
内
二
十
四
一
柳
の
存
思
法
が
種
民
や

仙
官
(
種
臣
)
に
な
る
た
め
の
修
道
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

四

震
賓
経
の
絡
末
論

上
清
振
の
終
末
論
は
嘉
氏
道
や
天
師
道
に
も
波
及
し
、
こ
の
南
波

も
ま
た
終
末
論
を
唱
え
た
。
甘
局
氏
道
で
は
甘
局
間
景
甫
が
東
膏
・
隆
安
年

間
会
一
九
七
!
四
O
一
)
に
『
震
賛
赤
書
五
篇
員
文
』
を
作
成
し
た

が
、
こ
れ
も
終
末
論
に
立
脚
し
て
い
た
。
更
に
、
葛
氏
道
で
は
劉
宋
・

永
初
元
年
(
四
二

O
)
前
後
か
ら
一
連
の
元
始
系
霊
賓
経
を
編
纂
し

た
が
、
こ
れ
ら
の
震
賓
経
も
終
末
論
を
背
景
に
し
て
形
成
さ
れ
た
も

上
清
経
と
護
費
経
の
終
末
論

の
で
あ
る
。
次
に
、
元
始
系
霊
賓
綬
の
終
末
論
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
上
清
経
の
終
末
論
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の

か
を
見
て
み
た
い
。

霊
賓
経
の
終
末
論
も
上
清
経
と
同
様
に
、
劫
の
思
想
に
基
づ
い
て

い
る
。
そ
こ
で
初
め
に
霊
賓
経
の
劫
の
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
て
お

く
こ
と
に
す
る
。

『
太
上
諸
天
霊
室
田
度
命
妙
経
』
(
道
巌
二
三
。
以
後
『
度
命
妙
経
』
と
略

す
。
)
に
は
劫
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
載
、
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は
霊

賓
経
の
劫
の
思
想
の
典
型
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
長
文

に
亘
る
が
、
煩
を
厭
わ
ず
引
用
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

天
辱
告
太
上
道
君
田
、
龍
漢
之
時
、
我
矯
無
形
常
存
之
君
、
出

世
数
化
。
爾
時
有
天
有
地
、
日
月
光
明
、
三
象
備
足
、
有
男
有

女
、
有
生
有
死
、
雄
有
陰
陽
、
無
有
腫
典
、
亦
無
五
味
衣
被
之

具
、
混
沌
自
生
。
我
以
道
化
機
、
漸
漸
開
悟
、
知
行
仁
義
、
婦

心
信
向
。
是
時
年
命
、
皆
得
長
遠
。
不
信
法
者
、
命
皆
短
促
。

我
過
去
後
、
天
地
破
壊
、
其
中
砂
砂
、
億
劫
無
光
、
上
無
復
色
、



上
清
経
と
蜜
賓
経
の
終
末
論

下
無
復
淵
、
風
津
洞
虚
、
幽
幽
冥
冥
、
無
形
無
影
、
無
極
無
窮
、

混
沌
無
期
、
競
骨
周
延
康
。

逮
至
赤
明
、
開
光
、
天
地
復
位
、
始
有
陰
陽
、
人
民
備
足
、
而

有
死
生
、
我
叉
出
世
、
競
無
名
之
君
、
以
霊
賓
教
化
、
度
諸
天

人
。
其
時
男
女
有
至
心
、
好
慕
承
奉
経
戒
、
頗
不
怠
倦
、
皆
得

遁
員
。
骨
肉
供
飛
、
空
行
自
然
。
縦
未
得
道
、
皆
蕎
命
長
選
、

死
上
天
堂
、
世
世
更
生
、
縛
輪
不
滅
、
後
皆
得
仙
。

吾
過
去
後
、
一
劫
之
周
、
天
地
又
壊
、
復
無
光
明
、
五
劫
之
中
、

幽
幽
冥
冥
、
三
気
混
沌
、
乗
運
而
生
。
逮
至
開
皇
、
霊
賀
県
文
、

開
通
三
象
、
天
地
復
位
、
五
文
換
明
、
日
月
星
宿
、
於
是
朗
躍
。

四
時
五
行
、
陰
陽
而
生
我
於
始
青
天
中
、
披
元
始
天
傘
、
開
張

法
敬
、
成
就
諸
天
。
始
有
人
民
、
男
女
純
朴
、
結
縄
而
行
、
無

有
鵡
典
、
亦
無
五
味
、
亦
無
衣
裳
、
亦
無
五
彩
、
亦
無
文
章
。

裸
身
露
宿
、
鳥
獣
同
筆
、
以
道
開
化
、
漸
漸
生
心
、
知
有
仁
義
、

雄
梁
轄
興
、
蔽
形
食
味
、
参
以
五
行
。
於
是
宣
化
、
流
演
法
昔
、

虞
施
経
典
、
勧
戒
愚
蒙
、
野
心
信
向
、
漸
入
法
門
。

(十一

b
l十一ニ
a〉

こ
れ
に
よ
る
と
、
元
始
天
隼
が
出
現
し
た
劫
の
と
き
に
は
天
地
は

四

存
在
し
、
元
始
天
傘
が
出
現
し
な
い
劫
に
は
天
地
は
崩
壊
し
、
宇
宙

は
混
沌
と
し
た
扶
態
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
龍
漢
の
劫
の
と
き
に
は

元
始
天
傘
が
無
形
常
存
之
君
の
名
で
出
世
す
る
と
、
天
地
は
生
成

し
、
日
月
星
辰
は
輝
き
、
人
間
の
男
女
も
現
わ
れ
た
が
、
次
の
延
康

の
劫
に
は
一
五
始
天
傘
が
こ
の
世
か
ら
退
去
し
た
の
で
、
天
地
は
破
壊

し
、
光
明
も
な
く
、
宇
宙
は
員
暗
闇
の
混
沌
と
し
た
吠
態
に
な
っ
た
。

次
の
赤
明
の
劫
に
元
始
天
等
が
無
名
之
君
と
い
う
名
披
で
現
わ
れ
る

と
、
天
地
が
再
生
し
、
日
月
も
輝
き
、
人
間
も
出
現
し
た
。
赤
明
の

劫
の
後
の
五
劫
の
聞
は
、
元
始
天
傘
が
退
去
し
た
た
め
に
、
天
地
は

再
び
崩
壊
し
、
光
明
も
な
く
な
り
、
宇
宙
は
暗
い
混
沌
に
詰
問
し
た
。

そ
し
て
関
皇
の
劫
に
な
る
と
、
五
篇
由
民
文
が
現
わ
れ
、
天
地
も
再
生

し
、
日
月
星
宿
も
輝
き
、
こ
の
時
に
は
元
始
天
隼
は
一
元
始
天
舎
の
名

で
出
世
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
五
篇
員
文
が
こ
の
世
に
出
現
し
た

時
期
を
関
皇
の
劫
に
嘗
て
て
い
る
が
、
同
じ
『
度
命
妙
経
』
に

元
始
天
客
答
日
、
汝
見
田
県
文
在
光
中
不
。
此
文
以
寵
漠
之
年
出

於
此
士
。
時
輿
高
上
大
聖
玉
帯
、
撰
十
部
妙
経
、
出
法
度
人
。

(

一

b
)

と
あ
っ
て
、
五
篇
員
文
と
震
賓
経
が
龍
漢
の
劫
の
と
き
に
こ
の
世
界



に
現
わ
れ
た
よ
う
に
説
い
て
も
い
る
。
五
篇
異
文
と
霊
質
経
の
出
現

の
時
期
に
つ
い
て
は
霊
質
経
の
聞
で
も
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
四
注

本
『
一
万
一
始
無
量
度
人
上
回
開
妙
経
』
(
道
蕨
八
七
。
以
後
、
四
注
本
『
度
人

経
』
と
略
す
。
)
に
は
、

赤
明
開
園
、
運
度
自
然
、
元
始
安
鎖
、
敷
落
五
篇
、
赤
書
玉
字
、

八
威
寵
文
、
保
制
劫
運
、
使
天
長
存
。

(
巻
=
了
六
a

|
七
b
)

と
あ
っ
て
、
五
篇
員
文
が
赤
明
の
劫
の
と
き
に
出
現
し
た
と
い
う
。

ま
た
、
劫
の
順
序
に
つ
い
て
も
、
龍
漢
・
延
康
・
赤
明
の
順
は
各

震
賓
経
で
一
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
劫
は
順
不
同
で
あ
る
。
例

え
ば
、
『
洞
玄
霊
賓
自
然
九
天
生
紳
章
経
』
(
道
磁
一
一
一
一
八
。
以
後
、
『
九

天
生
紳
章
経
』
と
略
す
。
〉
で
は
赤
明
の
後
に
上
皇
、
績
い
て
開
皇
の

劫
を
置
い
て
い
る
が
、
『
度
命
妙
経
』
で
は
関
皇
の
劫
の
後
に
上
皇

を
立
て
て
い
る
。

各
劫
の
朕
況
に
つ
い
て
も
霊
賓
経
の
聞
で
多
少
異
同
が
あ
る
。
四

注
本
『
度
人
経
』
で
は
、

龍
漢
・
延
康
、
砂
砂
億
劫
、
混
沌
之
中
、
上
元
復
色
、
下
元
復

淵
、
風
津
洞
虚
、
金
剛
乗
天
、
天
上
天
下
、
元
幽
元
冥
、
元
形

元
影
、
元
極
元
窮
、
冥
津
大
党
、
家
廓
元
光
、

上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

(
巻
三
・
一

a

|
五
a〉

と
あ
っ
て
、
龍
漢
の
劫
の
と
き
も
、
延
康
と
同
様
に
、
宇
宙
は
形
影

も
な
く
光
明
も
な
い
、
員
暗
な
混
沌
の
朕
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
震
賓
経
の
劫
の
思
想
に
は
不
統
一
な
面
も
あ
る

が
、
宇
宙
の
歴
史
を
劫
の
思
想
に
よ
っ
て
考
え
て
い
る
黙
は
各
霊
賓

経
の
間
で
共
通
し
て
い
る
。

霊
費
経
の
劫
の
思
想
で
興
味
深
い
貼
は
、
現
在
の
劫
の
終
末
時
期

を
議
言
す
る
記
載
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
現
今
の
劫
の
終

末
の
時
期
を
明
言
し
て
い
る
の
は
『
九
天
生
紳
章
経
』
ぐ
ら
い
で
あ

る
。
『
九
天
生
紳
章
経
』
に
は
、

(五
b
〉

大
運
賂
期
、
数
彩
甲
申
、
洪
流
蕩
蔵
、
凶
災
調
天

と
あ
っ
て
、
甲
申
の
年
に
現
在
の
劫
が
終
わ
り
、
そ
の
時
に
洪
水
の

劫
災
が
起
き
る
と
い
う
。
他
の
霊
賓
経
で
は
現
在
の
劫
が
い
つ
移
る

と
は
は
っ
き
り
述
べ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
霊
賓
経
の
作
者
た
ち
が
終

末
の
時
期
を
預
言
す
る
こ
と
を
敢
え
て
避
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
、
震
質
経
の
作
者
た
ち
ゃ
霊
賓
経
の
信
奉
者
た
ち
は

終
末
期
を
、

甲
申
の
年
と
竪
く

『
九
天
生
神
章
経
』
で
説
く
如
く
、

信
じ
て
い
た
の
で
、
繰
り
返
し
て
述
べ
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
か

五



上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

ら
で
あ
ろ
う
か
。
『
元
始
五
老
赤
書
玉
篇
異
文
天
書
経
』
(
道
誠
一
一
一
一
。

以
後
『
五
老
赤
書
玉
篇
』
と
略
す
。
)
巻
上
の
「
西
方
白
一
帝
符
霊
費
七
蒸

天
文
化
生
翌
日
帝
気
」
と
い
う
護
符
の
解
説
に
「
行
侃
比
文
、
度
甲
申

大
水
洪
災
、
以
里
山
書
自
給
七
寸
侃
身
、
」
(
二
十
五
る
と
あ
っ
て
、
こ

の
護
符
を
身
に
畑
山
び
て
い
れ
ば
甲
申
の
年
の
大
水
の
洪
災
か
ら
逃
れ

ら
れ
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
甲
申
の
年
に
終
末
の
劫
災
が
護

生
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

終
末
の
時
期
を
甲
申
の
年
と
し
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
、
上

清
波
の
『
上
清
後
嬰
道
君
列
紀
』
の
終
末
論
に
依
議
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
世
の
終
末
の
劫
災
が
甲
申
の
年
に
起
こ
る
と
誘
く
『
九

天
生
紳
一
章
経
』
で
「
開
皇
」
や
「
上
皇
」
と
い
う
劫
の
名
が
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
劫
の
名
穏
が
『
上
清
三
天
正
法
経
』
や
『
上

清
後
翠
遁
君
列
紀
』
に
見
え
る
と
い
う
貼
か
ら
も
、
『
九
天
生
一
柳
章

経
』
の
終
末
論
が
上
清
経
の
そ
れ
を
縫
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
東
腎
中
頃
の
上
清
汲
の
人
々
が
こ
の
世
の
終
末
が
丁

ーノ、

亥
(
太
元
十
二
年
。
三
八
七
)
か
ら
壬
辰
(
太
元
十
七
年
。
三
九
二
〉
の
間

に
、
あ
る
い
は
甲
申
の
年
(
太
一
万
九
年
。
三
八
四
〉
前
後
に
始
ま
る
と

設
い
た
の
は
、
近
い
将
来
に
寅
際
に
終
末
が
来
る
こ
と
を
確
信
し
、

そ
れ
を
預
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
劉
宋
の
初
め
に
作
成
さ
れ
た

『
九
天
生
紳
章
経
』
で
、
既
に
、
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
甲
申
の
年
を
わ
ざ

わ
ざ
終
末
の
時
期
と
す
る
の
は
、
何
の
一
意
味
が
あ
ろ
う
か
。
次
の
甲

申
の
年
、
副
ち
劉
宋
・
元
嘉
二
十
一
年
ハ
四
四
四
〉
を
渓
定
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
『
九
天
生
一
脚
章
経
』
以
外
の
霊
賓
経
で
は
、
劫
災

に
つ
い
て
は
多
く
言
及
し
な
が
ら
も
、
そ
の
到
来
の
時
期
を
明
言
し

て
い
な
い
の
は
、
霊
質
経
の
作
者
た
ち
が
そ
の
時
期
の
明
一
部
を
敢
え

て
避
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
終
末
を
漠
然
と
近
い
賂
来
の
こ
と
と

し
た
方
が
終
末
へ
の
不
安
と
太
卒
の
世
へ
の
期
待
を
持
績
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
、
明
確
な
期
日
を
預
言
し
て
人
々
に
不
信
感
を
持
た
せ
る

よ
り
も
、
反
っ
て
宗
教
的
な
数
果
が
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

霊
賓
経
の
終
末
論
が
上
清
波
の
そ
れ
を
縫
承
し
て
い
る
こ
と
は
、

太
卒
の
世
の
聖
君
と
種
民
の
思
想
を
誘
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
窺
わ

れ
る
。
『
五
老
赤
書
玉
篇
』
に
は
そ
れ
を
身
に
侃
び
て
い
れ
ば
、
大

劫
や
小
劫
の
大
災
か
ら
逃
れ
て
、
太
卒
の
世
ま
で
生
き
長
ら
え
、
翠



君
の
種
民
に
な
れ
る
と
い
う
各
種
の
符
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
そ
の
一
つ
に
九
天
玉
員
長
安
紳
飛
符
が
あ
る
。
こ
の
符
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

九
天
玉
員
長
安
静
飛
符
、
出
元
始
車
円
明
上
光
気
後
。
赤
書
四
劫

見
於
三
天
北
元
玉
閥
之
上
・
玄
都
紫
微
土
宮
葎
格
。
朱
書
白
素

上
、
以
侃
身
。
履
大
陽
九
・
大
百
六
・
大
劫
之
交
洪
災
三
曾
、

侃
之
、
千
毒
不
加
、
身
、
過
水
火
之
難
、
得
見
太
卒
潟
聖
君
種

民
。
其
文
今
封
南
署
石
積
、
四
蔦
幼
一
出
。(
巻
中
・
三
b
l四
a
〉

こ
れ
に
よ
る
と
、
終
末
の
劫
災
の
際
に
九
天
玉
員
長
安
紳
飛
符
を

身
に
帯
び
て
い
れ
ば
、
水
火
の
難
を
逃
れ
て
太
卒
の
世
ま
で
生
き
延

び
、
要
君
の
種
民
に
な
れ
る
と
い
う
。
同
様
の
考
え
は
、
次
の
一
万
始

五
老
三
元
玉
符
や
震
賓
玉
篇
員
文
大
劫
小
劫
符
命
の
場
合
に
も
見
ら

れ
る
。
元
始
五
老
=
一
元
玉
符
輿
霊
賓
玉
篇
員
文
大
劫
小
幼
符
命
、
同
出

太
玄
都
玉
京
山
紫
徴
上
官
。
此
文
固
天
三
元
之
宗
、
以
穣
大
小

陽
九
・
大
小
百
六
・
大
小
劫
曾
之
災
、
度
撃
者
之
身
。
玄
都
宿

有
金
名
、
皆
得
見
比
文
。
侃
之
、
得
免
大
災
震
翠
君
種
民
。
皆

上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

白
日
昇
天
、
上
朝
玄
都
上
宮
、
功
徳
未
備
、
印
得
戸
解
、
縛
輪

(
巻
中
・
十
七

a
l
b
)

成
仙
、
随
運
沈
浮
、
輿
虞
結
縁
。

こ
れ
ら
の
符
の
解
設
に
見
え
る
「
聖
君
」
は
東
膏
期
の
上
清
波
の

終
末
論
で
設
か
れ
た
金
閥
後
聖
帝
君
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同

じ
『
五
老
赤
書
玉
篇
』
の
巻
下
で
「
金
調
後
妻
一
帝
君
」
(
ニ
b
)
や

「
金
閥
後
聖
」
(
四
b
〉
の
名
を
拳
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
確
か
め

ら
れ
よ
う
。
『
五
老
赤
書
玉
篇
』
以
外
の
霊
賓
経
で
も
、
太
卒
の
世

に
出
現
す
る
翠
君
は
金
閥
後
聖
一
帝
君
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
四
注
本

『
度
人
経
』
に
「
墓
君
金
関
之
臣
」
(
巻
四
・
一

b
)
と
い
う
語
句
が
見

え
る
が
、
こ
の
聖
君
は
下
に
「
金
閥
」
の
韮
聞
が
附
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
金
闘
後
重
一
守
一
君
で
あ
る
。
『
細
川
玄
霊
費

二
十
四
生
田
経
』
(
道
破
二
ニ
九
六
〉
に
「
後
翠
李
君
」
(
三

a
〉
と
あ

る
が
、
こ
の
後
聖
(
塞
君
〉
も
『
上
清
後
翠
道
君
列
紀
』
に
い
う
「
上

清
金
閥
後
聖
一
帝
一
君
李
」
(
一
る
と
同
じ
紳
格
で
あ
る
。

聖
君
の
み
な
ら
ず
、
霊
賓
経
の
終
末
論
に
い
う
種
臣
や
種
民
も
上

清
波
の
終
末
論
に
由
来
す
る
。
『
太
上
洞
玄
霊
賓
赤
書
玉
訣
妙
経
』

〈
道
議
三
五
二
)
巻
上
・
一
元
始
五
老
舗
隅
大
劫
洪
水
召
蚊
龍
水
官
度
災
民

文
玉
訣
の
僚
に
大
劫
の
終
末
時
に
太
卒
の
世
ま
で
生
き
延
び
ら
れ
る

七



上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

積
臣
の
選
別
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
九
天
生
一

神
章
経
』
で
も
終
末
時
に
種
人
(
種
民
)
の
選
別
が
行
な
わ
れ
る
と

い
う
。
こ
れ
ら
の
種
医
や
種
人
が
上
清
掃
仇
の
終
末
論
に
い
う
金
関
後

妻
帯
君
の
仙
官
(
種
匡
〉
や
種
民
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に

引
用
し
た
『
五
老
赤
書
玉
篇
』
に
「
聖
君
の
種
民
」
と
あ
り
、
四
注

本
『
度
人
経
』
に
「
聖
君
金
闘
の
臣
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か

に
知
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
元
始
系
霊
賓
緩
で
太
平
の
世
の
聖
君
や
種
匡

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
元
始
系
霊
費
経
が
劫

災
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
元
始
系
霊
賓
経
が
終
末
論
を
根
底
に
据

え
て
形
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
霊
賓
経
に
は
こ
の
世
の

や
種
民
に
つ
い
て
述
べ
、

終
末
に
起
こ
る
大
災
を
廻
避
し
て
太
卒
の
世
ま
で
生
き
長
ら
え
る
た

め
の
方
法
が
設
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
霊
賓
経
で

は
、
霊
資
経
を
信
奉
し
そ
の
修
道
法
を
寅
践
す
る
者
は
、
必
ず
太
卒

の
世
の
種
巨
や
種
民
に
な
れ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
上
清

経
と
同
じ
で
あ
る
。
道
数
の
根
本
聖
典
で
あ
る
上
清
経
と
霊
賓
経
が

終
末
論
を
背
景
に
成
立
し
た
、
と
い
う
黙
は
、
道
教
の
宗
教
と
し
て

の
特
徴
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

Jl、

五

結

語

以
上
、
上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論
を
見
て
き
て
、
上
清
経
も
霊

費
月
経
も
共
に
終
末
論
を
背
景
に
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
終
末
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
の
終
末
は
天
地
の
運
行
に

よ
っ
て
必
然
的
に
到
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
終
末
そ
の
も
の
を

避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
上
清
経
も
霊
質
経
も
、
こ
の
必
然
的
な

終
末
を
前
に
し
て
、
人
々
が
い
か
に
す
れ
ば
、
終
末
時
の
大
災
か
ら

身
を
安
全
に
護
り
、
終
末
後
の
太
平
の
世
ま
で
生
き
長
ら
え
て
、
聖

君
の
種
匡
(
仙
官
)
や
種
民
(
仙
民
)
に
な
れ
る
か
、
を
読
く
こ
と
が

主
眼
で
あ
る
と
言
え
る
。
呪
符
の
放
用
を
説
き
、
経
典
の
讃
請
を
勧

め
、
睡
眠
内
紳
の
存
思
な
ど
の
修
道
法
を
述
べ
る
の
も
、
要
す
る
に
、

い
か
に
す
れ
ば
、
終
末
の
大
災
の
折
に
死
亡
を
免
れ
て
太
卒
の
聖
君

ま
み

に
見
え
ら
れ
る
か
、
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
、
上
清
経

や
霊
賓
経
の
み
な
ら
ず
、
東
菅
の
後
半
期
と
劉
宋
期
に
作
成
さ
れ
た

多
く
の
道
数
経
典
に
も
共
通
し
て
い
る
。
劉
宋
初
め
の
葛
氏
道
の

『
太
上
洞
淵
紳
呪
経
』
や
東
膏
末
期
の
天
師
道
の
『
女
青
鬼
律
』
や

劉
宋
期
の
天
師
道
の
『
老
君
臨
炭
化
無
極
経
』
や
『
正
一
天
師
告
越
昇



口
訣
』
や
「
大
道
家
令
戒
」
や
『
上
清
黄
書
過
度
儀
』
な
ど
、
あ
る

い
は
北
貌
の
冠
謙
之
の
新
天
師
道
の
『
老
君
一
一
音
請
誠
経
』
で
も
、
柑
枠

末
論
を
根
底
に
据
え
て
種
々
の
教
義
が
設
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註(
1
)

『
洞
玄
霊
賓
一
ニ
洞
奉
道
科
戒
償
始
』
の
成
書
年
代
に
つ
い
て
は
拙
稿

「
『
太
上
霊
賓
五
符
序
』
の
成
書
過
程
の
分
析

ω」
『
東
方
宗
教
』
第
七
十

一
陣
刷
所
牧
〉
の
注
(

8

)

と
(
6〉
を
参
照
。

(

2

)

道
蕨
本
『
太
上
三
天
正
法
経
』
の
構
成
と
成
書
年
代
に
闘
す
る
論
文

と
し
て
尾
崎
正
治
「
『
太
上
三
天
正
法
経
』
成
立
考
」
(
『
東
方
宗
教
』
第

四
十
三
銃
所
牧
〉
が
あ
る
。
し
か
し
本
稿
は
こ
の
論
文
と
は
見
解
を
異

に
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

3

)

東
E
日
期
の
上
清
波
の
終
末
論
に
つ
い
て
は
、
加
稿
「
東
呂
田
期
の
道
敬

の
終
末
論
」
(
鎌
田
茂
雄
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
中
閣
の
併
敬
と
文
化
』

所
牧
)
を
参
照
。
ま
た
、
三
天
と
六
天
の
封
立
観
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
劉
宋
期
の
天
部
道
の
『
一
一
一
天
』
の
思
想
と
そ
の
形
成
」
(
『
東
方
宗
教
』

第
七
十
銃
所
牧
〉
を
参
照
。

(
4〉
『
異
議
』
巻
十
四
稽
紳
極
第
四
に
載
せ
る
楊
義
の
書
に
「
後
翠
李
君
紀
」

(
十
四
)
と
い
う
経
名
が
見
え
る
。
こ
の
経
典
は
そ
の
経
名
か
ら
す
る

と
、
金
闘
後
妻
の
李
君
に
つ
い
て
の
俸
記
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の

経
名
を
記
す
箇
所
に
は
「
昨
夜
東
卿
至
、
聯
試
請
問
季
主
本
末
。
東
卿

見
答
、
令
疏
如
別
居
周
以
上
曇
。
願
不
怪
之
、
省
詑
付
火
。
」
と
述
べ
た
後

上
清
経
と
霊
質
経
の
終
末
論

に
、
「
此
楊
君
興
長
史
書
。
今
有
華
撰
周
君
博
、
記
季
主
事
殊
略
、
未
見

別
員
手
書
届
開
。
依
此
語
、
則
屑
局
非
也
。
此
前
似
有
按
垣
間
。
今
関
失
一

行
。
」
と
い
う
注
記
が
入
り
、
捜
い
て
「
是
後
聖
李
君
紀
也
。
大
都
輿
前

者
略
同
。
然
東
卿
復
粂
有
注
解
。
注
解
近
寓
徐
言
、
大
奇
作
也
。
昨
来

多
論
紳
化
之
事
、
柳
及
季
主
耳
。
」
と
あ
る
。
陶
広
景
の
注
記
に
従
え

ば
、
「
是
れ
後
聖
李
君
紀
な
り
。
」
の
前
に
「
一
按
語
」
が
一
行
分
脱
落
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
「
是
れ
後
聖
李
君
紀
な
り
。
」
は
直
前
の
本

文
を
受
け
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
察
す
れ
ば
、

「
後
墓
李
君
紀
」
は
司
馬
季
主
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
後
聖
李
君
紀
」
を
司
馬
季
主
の
停
記
と
解
す
る
と
、
司
馬
季
主

を
「
後
翠
李
君
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
不
自
然
さ
を
費
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

司
馬
季
主
を
「
後
翠
李
君
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
司
馬
季
主
が
李
姓
で
は
な

い
と
こ
ろ
か
ら
無
理
が
あ
る
し
、
賞
際
に
、
司
馬
季
主
を
「
後
聖
李
君
」

と
呼
ぶ
よ
う
な
例
を
他
に
見
出
せ
な
い
。
仮
に
「
李
君
」
を
「
季
君
」

の
競
り
と
解
し
て
み
て
も
、
司
馬
季
主
の
季
は
姓
で
は
な
い
か
ら
、
司

馬
季
主
を
「
後
聖
季
君
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
し
、
司
馬
季

主
を
後
聖
(
脅
君
)
と
す
る
考
え
も
東
且
同
期
の
上
清
波
に
は
な
い
。
や

は
り
『
後
聖
李
君
紀
』
は
そ
の
経
名
通
り
に
、
金
関
後
塞
李
君
の
こ
と

を
記
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
瞬
間
蛍
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の

経
典
に
司
馬
季
主
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
述
べ
る
先
の
楊
裁

の
一
文
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
『
後
雲
李

君
紀
』
が
主
に
金
閥
後
妻
李
君
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
中
に
司

馬
季
主
の
事
跡
も
記
さ
れ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
の
楊
羨

九



上
清
経
と
霊
質
経
の
終
末
論

の
書
に
も
「
昨
来
多
く
紳
化
の
事
ー
を
論
じ
て
、
ぃ
聴
か
季
主
に
及
ぶ
の

み
。
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
『
後
妻
李
君
紀
』
が
司
馬
季
主
の
こ

と
の
み
を
専
ら
説
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
そ
う
す
る
と
、
こ
の
『
後
聖
李
君
紀
』
と
『
上
清
後
連
逼
君

列
紀
』
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
『
上
清
後
聖
逼
君
列
紀
』
は
金
閥
後

聖
李
君
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
は
『
後
聖
李

君
紀
』
と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
る
う
。
『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
に
も
司

馬
季
主
が
二
十
四
員
人
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
司

馬
季
主
の
事
跡
は
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
鯨
で
『
後
聖

李
君
紀
』
と
は
兵
な
る
。
『
後
聖
李
君
紀
』
は
『
上
清
後
型
選
君
列
紀
』

と
全
同
で
は
な
い
が
、
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
経
典
と
考
え
ら
れ
る
。

俵
に
道
蔵
本
『
上
清
後
聖
道
列
紀
』
を
『
後
聖
李
君
紀
』
の
一
部
分
と

想
定
し
て
み
る
と
、
『
後
聖
李
君
紀
』
は
先
の
陶
弘
景
の
注
記
に
よ
れ

ば
、
楊
議
会
-
一
三

O
|三
八
六
)
が
許
長
史
会
ニ

O
五
1
2一
七
六
)
に

輿
え
た
書
の
中
に
そ
の
名
が
見
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『
後
聖
李
君
紀
』

は
楊
裁
と
許
長
突
か
共
に
存
命
中
の
太
元
元
年
(
三
七
六
)
以
前
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
『
上
清
後
聖
遊
君
列
紀
』
の
成
立
を
輿
寧
二

年
(
三
六
回
)
以
後
で
、
三
七

0
年
代
前
半
の
作
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の

推
定
と
も
矛
盾
な
く
合
致
す
る
。
剖
ち
、
『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
は

『
後
雲
李
君
紀
』
の
一
部
が
濁
立
し
で
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

因
に
、
『
洞
県
高
上
玉
帝
大
洞
雌
一
玉
倹
五
老
質
経
』
(
道
歳
二
ニ

O

二
〉
に
「
後
聖
李
君
経
」
(
十
五
b
)
と
い
う
経
典
の
名
が
見
え
る
。
そ

の
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
経
名
か
ら
察
す
る
に
、
金
闘
後
聖
帝

四
0 

君
で
あ
る
李
君
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、

『
後
聖
李
君
経
』
は
『
後
遺
李
君
紀
』
や
『
上
清
後
聖
道
君
列
紀
』
と
関

係
の
あ
る
経
典
と
思
わ
れ
る
。
『
洞
員
高
上
玉
置
m
大
洞
雌
一
玉
検
五
老
賓

経
』
と
い
う
東
膏
期
に
作
成
さ
れ
た
と
推
せ
ら
れ
る
上
清
経
に
『
後
聖

李
君
経
』
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
東
菅
中
頃
に
『
後
墓
李
君
紀
』
や

『
上
清
後
重
道
君
列
紀
』
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
一
万
す
謹
左
に
な
ろ

う。
ま
た
『
皇
天
上
清
金
関
守
君
霊
書
紫
文
上
経
』
(
道
戴
六
三
九
)
に

「
霊
書
紫
文
上
経
是
後
聖
李
君
自
少
皐
道
所
受
修
行
要
文
者
也
。
:
・
:
侍

塑
君
列
紀
者
、
命
玉
量
十
人
、
並
司
祭
有
害
之
道
士
、
言
功
札
罪
、
上

関
上
清
、
」
(
三

b
l四
a
)
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「
妻
君
列
紀
」
と
い

う
経
典
が
見
え
る
。
こ
の
『
聖
君
列
紀
』
は
そ
の
前
に
後
翠
李
君
の
名

が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
に
、
後
聖
李
君
の
停
記
の
よ
う
で
あ
り
、

先
の
『
後
聖
李
君
紀
』
や
『
後
聖
李
君
経
』
と
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
皇
天
上
清
金
関
帯
君
霊
書
紫
文
上
経
』
は
東
耳
同
期
の
上
清
経
の
『
霊
書

紫
文
』
に
相
蛍
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
『
墓
君
列
紀
』

の
経
名
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
金
関
後
聖
帝
一
君
の
侍
記
で
あ
る
『
墓

君
列
紀
』
が
東
呂
田
期
の
上
清
波
の
聞
で
隼
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
よ
う
。

円

5
)

桑
需
の
時
を
小
劫
の
移
り
と
す
る
の
は
、
『
史
記
』
念
一
五
菅
本
紀
に

「
発
又
回
、
盤
、
四
獄
、
湯
湯
洪
水
、
活
天
、
浩
浩
懐
山
裏
陵
、
下
民
其

憂
、
有
能
使
治
者
。
」
と
あ
る
如
く
、
完
の
時
代
に
大
洪
水
が
起
き
た
と

い
う
停
訟
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
大
洪
水
を
小
劫
の
終
り
に



設
生
す
る
小
災
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ハ
6
)

『
長
話
』
巻
二
十
に
「
有
云
寅
一
献
白
歯
者
、
虎
牙
也
。
」
(
十
二
b
〉
や

「
中
男
、
名
聯
、
字
元
陣
、
少
名
虎
牙
。
」
(
九

a
)
と
あ
る
。

注
(

3

)

に
掲
載
の
拙
稿
「
東
証
目
期
の
道
教
の
終
末
論
」
を
参
照
。

〈

7
V(

附
記
〉
道
験
番
競
は
『
道
蔵
子
目
引
得
』
〈
恰
傍
燕
京
皐
祉
引
得
第
二
十
五
競
)

に
依
る
。
向
、
本
稿
は
卒
成
元
年
度
文
部
省
科
開
学
研
究
費
一
般
研
究
C
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

上
清
経
と
霊
賓
経
の
終
末
論

四


